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主 文

原判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役１０月に処する。

この裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予する。

原審における訴訟費用のうち，国選弁護人矢野公士に関する分及び当審に

おける訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

本件控訴の趣意は，弁護人田代健作成の控訴趣意書に，これに対する答弁は，上

記検察官作成の答弁書にそれぞれ記載のとおりであるから，これらを引用する。

論旨は，原判決が，指定漁業の許可及び取締り等に関する省令１０６条２項本文

により被告人から没収した高知地方検察庁で保管中の沖合底引き網漁具１式（平成

１７年高知領第６７号符号２）については，有限会社Ａ商会及びＢ漁業協同組合が

動産売買の先取特権を有しているところ，上記条項による没収の場合にも，刑法１

９条２項の適用があると解すべきであるから，上記物件を被告人から没収すること

はできないのに，これを被告人から没収した原判決には，判決に影響を及ぼすこと

が明らかな訴訟手続の法令違反がある，というのである。

そこで，記録を調査し，当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。

１ 有限会社Ａ商会（以下「Ａ商会」という。）及びＢ漁業協同組合（以下「Ｂ漁

協」という。）が上記漁具１式（以下「本件漁具」という。）の上に動産売買の先

取特権を有するか。

関係証拠によれば，本件漁具は，被告人の父親である乙が所有するもので，平成

１６年７月から８月にかけて同人が設計し，従業員を指示しながら，約１か月ない
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し２か月ほどかけて作製したものであること，その主要な材料は，乙が，Ａ商会か

ら購入したワイヤーロープ，シャックル等のほか，Ｂ漁協から購入したポリ網等で

あること，これら材料は，基本的には，本件漁具を組み立てる少し前に購入したも

のと考えられること，乙は，平成１６年１２月末日の時点で，Ａ商会に対し約２０

０万円の残債務があったが，平成１６年３月１９日から同年末までに乙が同社から

購入した物品の価格を合計してもこの額に満たず，しかも，その後，原判決時まで

に，乙の同社に対する残債務が減少したことをうかがわせる事情の存しないこと，

また，乙は，平成１７年４月３０日の時点で，Ｂ漁協に対し２６６万３２２１円の

残債務があったが，平成１６年１月１９日から上記基準日までに乙が同漁協から購

入した物品の価格を合計してもこの額に満たないことが認められ，以上によれば，

原判決宣告の時点において，本件漁具の作製に用いられた材料の中には，その所有

者である乙が，上記Ａ商会等に対し購入代金をいまだ支払っていなかったものが含

まれていることが十分推認できる。そうすると，Ａ商会及びＢ漁協は，原判決宣告

時，本件漁具の上に動産売買の先取特権を有していたと解するのが相当である。

これに対し，検察官は，本件漁具の作製により，漁具全体が，これを構成する材

料とは異なる一つの物権の客体となったといえるから，個々の材料の上に動産売買

の先取特権を有していた債権者は，本件漁具の上には動産売買の先取特権を有しな

いし，しかも，本件漁具を構成する個々の動産は独立した物権の対象とはならなく

なったから，個々の材料の上にも，債権者のために動産売買の先取特権は成立しな

い，と主張する。しかしながら，本件漁具を構成していた個々の材料の価値は，本

件漁具の価値の一部として存続していると見るべきであるから，動産の価値を把握

することを内容とする動産売買の先取特権は，当然に消滅するものではなく，本件
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漁具の価値の一部として存続している個々の材料の価値に相当する価格の割合に応

じた持分の上に存続するものと解するのが相当であり（抵当権に関する最判平成６

年１月２５日民集４８巻１号１８頁参照），検察官の上記主張は採用できない。

２ 第三者が動産売買の先取特権を有する本件漁具を没収することの可否について

原判決が，本件漁具没収の根拠条文とした指定漁業の許可及び取締り等に関する

省令１０６条２項本文（以下「本件没収規定」という。）は，「前項の場合におい

ては，犯人が所有し，又は所持する漁獲物，その他の製品，漁船又は漁具その他水

産動植物の採捕の用に供される物は，没収することができる。」と規定しているか

ら，本件没収規定は，犯人以外の第三者が所有する物に対する場合はもちろんのこ

と，制限物権を有する物に対する場合であっても，その没収を許容していると解せ

られる。これに対して，弁護人は，本件没収規定の適用に当たっても，刑法１９条

２項が適用される旨主張している。確かに，刑法８条によると，その本文において，

同法１９条２項を含む刑法第１編の規定は，他の法令の罪についても適用すること

とされているが，他方で，そのただし書においては，その法令に特別の規定がある

ときは，この限りでないとしているのであり，本件没収規定の法文に照らすと，こ

の規定自体が，刑法１９条２項の例外となる特別の規定であることは明らかであり，

弁護人のこの主張は採用できない。

したがって，弁護人の論旨は，その前提を欠いており，失当である。

しかしながら，第三者の所有物を没収する場合において，その没収に関して当該

所有者に対し，何ら告知，弁解，防御の機会を与えることなく，これを没収するこ

とは，適正な法律手続によらないで，財産権を侵害する制裁にほかならず，憲法３

１条，２９条に違反すると解せられる（最高裁昭和３７年１１月２８日大法廷判決
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刑集１６巻１１号１５７７頁，刑集１６巻１１号１５９３頁参照）ところ，憲法２

９条が規定する財産権の保障は，所有権に対してだけでなく，同条２項が定めると

おり，法律でその内容が定められている制限物権に対しても当然及ぶと解せられる

から，第三者が没収物に対して有する権利が制限物権である場合にも，当該第三者

に何らの告知，弁解，防御の機会を与えることなく，これを没収し，当該第三者が

有する制限物権を失わせることは，第三者の有する権利が所有権である場合と同じ

く，憲法３１条，２９条に違反すると解するのが相当である（第三者所有物の没収

手続を定めた刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法は，第

三者の制限物権が存する物の没収には適用ないし準用されないと解するのが相当で

ある。）。

そうすると，前記認定のとおり，本件漁具の上には，第三者が動産売買の先取特

権を有していると認められるところ，原判決が，その権利者に対し，何ら告知，弁

解，防御の機会を与えることなくこれを没収してることは記録上明らかであるから，

上記のとおり憲法３１条，２９条に違反しているにもかかわらず，本件没収規定を

適用してその没収を言い渡した原判決には没収に関する法令の解釈適用を誤った違

法があり，これが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

これに対し，検察官は，理論上は，先取特権が存するとしても，乙が検察官調書

（当審検察官請求証拠番号８）の中で供述するとおり，本件漁具の材料には，同人

が同漁具を作製するよりも相当以前に購入した材料が含まれている可能性があるな

ど，本件漁具のどの部分が，代金が完済されていない材料によって構成されている

かを明確にするのは困難であって，法律に従って，動産売買の先取特権を行使する

ことは実際上できないから，このように行使できない先取特権は，本件没収との関
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係では憲法上の保護に値しない，と主張する。しかしながら，本件漁具の材料とし

て用いられた動産の中に，仮に，原判決宣告時には代金が完済されていたというも

のがあったとしても，乙が供述するとおり，少なくとも，材料の多くは，本件漁具

作製の１ないし２か月前くらいに購入したものであることが認められ，その代金が

原判決宣告時に支払われていなかったことは前記認定のとおりであるから，本件漁

具を構成する材料の中に，代金支払済みであるか，あるいは，そうでないか判然と

しない部分が残るとしても，相当部分については，容易にその区別がつくと考えら

れ，当該部分の価値に関する限度では，先取特権を行使することに支障はないから，

検察官指摘の事情は，Ａ商会及びＢ漁協が有する先取特権が憲法上の保護に値しな

いことの根拠にはならない。

また，検察官は，Ａ商会及びＢ漁協は，本件漁具の上に存する先取特権を行使す

る意思を当初から有していなかったから，このような権利者に対して，告知，弁解，

防御の機会を与える憲法上の必要性はない，と主張する。確かに，Ｂ漁協職員の平

成１７年７月２５日付け検察官調書（当審検察官請求証拠番号６）及びＡ商会代表

取締役の同月２７日付け検察官調書（同７）によれば，上記各権利者は，乙に対し

て，本件漁具の材料となった動産を売却し，したがって，これらの上に動産売買の

先取特権を取得した当初から，これら動産を加工して作られた漁具を差し押さえる

などして，そこから債権回収を図る考えを有していなかったことが認められるが，

他の者が本件漁具を差し押さえて自己の債権回収を図ろうとした際に，配当要求す

ることもおよそ考えていなかったという趣旨まで含むものかどうか判然としないか

ら，検察官の主張を前提とするような意味において，上記各権利者が有する先取特

権が憲法上の保障に値しないということには疑問の余地がある。さらに，憲法２９
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条との関係で，第三者が制限物権を有する物を没収することが許される実体的要件

をいかに解すべきかはさておき，たとえ，仮に，没収により第三者の有する制限物

権を失わしめることが憲法２９条に違反しないということことが，没収言渡し後に

判明したとしても，事前に当該第三者に対し，告知，弁解，防御の機会を与えると

いう手続保障を欠いているという憲法上の瑕疵が治癒されることはない。したがっ

て，検察官のこの主張も採用できない。

３ 破棄自判

よって，刑訴法３９７条１項，３８０条により原判決を破棄し，同法４００条た

だし書を適用して，当裁判所において更に判決することとし，原判決が認定した事

実にその挙示する法令（刑種の選択，刑の執行猶予を含み，没収は除き，訴訟費用

の負担については当審分も含む。）を適用して，主文のとおり判決する（なお，原

判決は被告人に対し，高知地方検察庁で保管中のチダイ等の漁獲物合計３３６．１

キログラムの換価代金７万６２３４円（平成１７年高知領第６７号符号１）の没収

を言い渡しているが，この代金については，前記乙に対しても没収の言渡しがあり，

その刑を言渡した判決が平成１７年６月２０日同人の控訴取下げにより確定したこ

とが記録上明らかである。したがって，同代金は既に国庫に帰属していると認めら

れるから，被告人からはこれを没収しないこととする。）。

(裁判長裁判官 湯川哲嗣 裁判官 磯貝祐一 裁判官 幅田勝行)


